
 

県証紙の購入方法 

基本的な手数料納付の流れ 

《来所にて受託試験を申し込み、センター窓口で支払う場合》 

来所にて受託試験を申し込む場合は、その場で申請書を発行しますので、その日のうちに申請書を持って窓口でお支払いください。

窓口にて購入された額の県証紙を申請書に貼付・消印し、承諾書をお渡しします。申請書の日付が支払日となります。 

《わかやま産業振興財団への振込で支払う場合》 

振込にて受託試験を申し込む場合は、振込額等を財団とセンターで確認したのち、申請書を発行します。支払日は申請書発行日と

なるため、振込日とは異なります。 

 

手数料受領・税務上の取扱い等について 


